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（様式１） 

国立大学法人茨城大学事業報告書（令和３年度） 

「Ⅰ はじめに」 

茨城大学は、「地域創生の知の拠点となる大学、その中で世界的な強み・特色の輝く

大学の構築」を第３期のビジョンに掲げ、特に教育面では、急速に変化する現代社会に

おいて「未来を切り拓くたくましい茨大生の育成」を目標にしている。そのための中核

的事業として、1996 年の教養部廃止以来 20 年ぶりとなる全学的な学部・大学院の改組

を行って、教育システムの質的転換を推進している。同時に教学マネジメント、研究マ

ネジメントにも取り組み、教育の質保証と組織的な研究力向上を図っている。 

令和３年度においては、自律的でレジリエントな地域が基盤となる持続可能な社会

の実現のため、「イバダイ・ビジョン2030」に掲げる以下の４つのビジョンを目標に各

施策を実施している。 

①教育面：多様な構成員から成るキャンパスにおいて、社会変化に柔軟に対応でき

る、学修者本位の学びにより成長を実感できる教育を追求する 

②研究面：研究力の強化と「知」の好循環の確立により、持続可能な社会の構築へ

寄与する 

③地域連携、グローバル化：地域と世界の結節点となり、市民と連携した活力ある

地域社会の形成に寄与する 

④大学運営：強固で柔軟な経営基盤を確立し、社会から信頼される運営を行い、教

職員が活躍・成長を実感できる大学となる 

令和元年度末から３年度にかけては、新型コロナウイルス感染症により本学に対し

ても休業要請が出され、予防対策が求められる中で、ICT を用いるなどの方法で学生の

学びを止めないこと、心身及び経済的な支援を要する学生に可能な限りの支援を行う

こと、制約がある下でも可能な限り計画に沿った研究を進めることを一義的に考え、実

行することとした。 

 

「Ⅱ 基本情報」 

１．目標 

茨城大学は、我が国の先端科学研究や工業、農業の拠点の一つであり、文化的伝統と

自然環境の豊かな首都圏北部の中核大学である。本学は、開学以来これらの条件を生か

して、人文・社会科学、理学、工学、農学、教育学の各分野における教育と、基礎・応

用両面にわたる多様な研究活動を推進してきた。さらに、それらを基礎とした社会貢献

を展開し、社会から信頼される大学としての実績を積み重ねてきた。とりわけ第２期中

期目標期間においては、教育の国際化や能動的学修による学生の主体性・積極性を伸ば

す教育の質的転換を推進し、さらに「地（知）の拠点整備（COC）事業」をはじめとす

る地域連携活動の体系的強化を進めてきた。一方、グローバル化や人口減少・少子高齢

化など 21 世紀の社会の変化は激しく急速であり、持続可能な地域・社会づくりのため

に大学にはかつてなく大きな役割が期待されている。こうした現状の認識に立って、本

学のミッションを、「地域創生の知の拠点となる大学、その中で世界的な強み・特色の

輝く大学の構築」と掲げる。その実現のため、体系的・組織的な教育と独創的研究、実

効ある社会貢献を推進し、第３期末には、地域社会からより強く信頼され、特色ある教

育研究で国際的に認知される大学になることを目指す。 
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本学が自らのミッションを達成し、社会に貢献する道は、優れた人材を輩出し、科学

技術や社会的課題に関する新しい知的成果を生み出すことによって、産業及び社会の

イノベーションをリードすることである。卓越した教育・研究の実践によって、工業、

農業の優位性など茨城の高い地域ポテンシャルを顕在化させ、新産業の創出を目指す

など新しい地域の力を生み出す役割を担う。この事業は、茨城大学の枠を越えて、社会

の多様な関係者との連携によって初めて実現する。そのため、自治体、産業界、大学・

研究機関、高校、海外の大学などがそれぞれの強みを出し合い協力・連携する多層的ネ

ットワークを形成し、そのハブとしての役割を果たす。これらを担うことができるよう

に、不断の改革によって持続的に発展できる大学を構築する。 

第３期中期目標・中期計画は教育、研究、社会貢献等の分野毎に策定されているが、

実際には、複数の分野の計画が互いに関連し、多面的に取り組むことになる。そのた

め、中期目標の達成に向けた計画を以下に示す６つの戦略的取組にまとめ、大学運営の

柱として推進する。 

 

１．茨城大学型基盤学力育成 

能動的学修の全学的な実施や教育の質保証システムの構築によって、ディプロマ

ポリシーで定めた５つの茨大型基盤学力を身につけた人材を輩出する。その推進母

体となる全学教育機構を設置する。 

２．地域経営力育成・強化 

「地（知）の拠点整備（COC）事業」による地域志向教育を実施するとともに、地

域の教育研究機関との連携強化を通して地域経営人材や優れた教員など各分野の実

践的人材を輩出する。 

３．地域産業イノベーション強化 

地域創生の推進に向けて、科学技術開発、産官学金連携や農医連携、人文社会科

学、理工学、農学の融合による、複合的・学際的な視野に立った地域課題対応研究な

ど産業及び社会イノベーションを目指す研究を強化する。 

４．地域特性を生かした全国的教育研究拠点形成 

地域にある世界有数の研究機関と連携した量子線科学分野と地球環境変動分野、

教育関係共同拠点に指定された広域水圏環境科学教育研究センターを有する湖沼・

水環境科学分野で教育研究拠点を構築する。 

５．グローバル展開 

実践的英語教育と留学生の受入・派遣のための支援体制を強化するとともに、「大

学の世界展開力強化事業（AIMS プログラム）」の拡大を中心に、アジア・太平洋諸

国等の大学との国際教育連携を推進し、国際共同研究の成果を広く国際社会に発信

する。 

６．教育研究組織改革・ガバナンス改革・継続改革 

社会変化に柔軟に対応できる組織への発展を目指して、教育研究組織と大学ガバ

ナンスを継続的に改革し、学長のリーダーシップを支える大学データ分析（IR：イン

スティチューショナル・リサーチ）や助言体制を整備して、社会に開かれた大学運営

を行う。 

 

本学の第３期中期目標・中期計画は、教育研究活動の本質を踏まえ、中期目標・中期

計画を大学運営の指針とし、PDCAサイクルを学内外に可視化させるため、計画項目それ

ぞれに複数の評価指標を設定して、達成度を総合的に評価できるような記載とした。 
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２．業務内容  

１．教育研究等の質の向上の状況 

（１）教育改革の実行と学習成果の可視化  

〇「地域の創生・活性化を主導する人材の育成」を掲げ、教育改革の指針として、平

成 27 年度に全学のディプロマ・ポリシー（DP）を策定し、その実現をめざす基盤教

育から専門教育・大学院教育にわたる教育改革を第３期中期目標・中期計画の大きな

柱とした。約 20 年ぶりとなる全学的な教育組織の再編、教育内容の改革、教育システ

ム改革を三位一体で推進した。  

＜全学的な教育組織再編＞  

・第３期開始後の３年間で、ほぼすべての学部・大学院を含む全学的な教育組織再

編（改組、教育課程改革）を実行した。  

＜教育内容の改革＞  

・平成 29 年度に、基盤教育を再編して大学共通教育の抜本的改革を行った。  

・２学期クォーター制の導入や原則として必修科目を配置しない iOP（internship Off-

campus Program）クォーターの設定など、学生が主体的、能動的な学修活動に取り

組めるように教育課程編成（学年暦）を改めた。  

＜教育システム改革＞  

・学生の成長度をモニタリングしながら教育改革の PDCA サイクルを回す、本学独

自の「教育の質保証システム」を構築した。その内容は、学生と就職先企業に対す

るアンケート調査による学修成果の可視化、教学 IR 情報をリアルタイムで教職員

に提供する「茨城大学 FD/SD 支援システム」などからなっている。  

・全学・学部・学科等・教員の４階層における「４階層質保証システム」を構築し、

教員の教育力を向上させる体系的取組を行っている。  

以上の三位一体改革の推進により、経営協議会や地元自治体の首長、企業幹部など

から本学の教育に対する評価が顕著に向上している。  

 

〇本学は、ディプロマ・ポリシー（DP）の実現と能動的学修への転換を目指して、教

育システムの転換、学修成果の可視化、外部意見の反映を柱とする体系的教育システ

ムの構築を推進し、教育の質を向上させる事を推進している。これまで学生の DP に

掲げた①課題解決能力・②コミュニケーション力・③実践的英語能力を養うための施

策としてグローバル英語プログラム（GEP）の履修を推進してきた。令和２～３年度

においては、語学教育に関する出版社である㈱アルクと提携し、オンラインによる英

語学習サポートの実施を始めとして、英語学修相談室の開講など様々な英語学修支援

策を実施している。これらの英語学修支援策により、本学が毎年度実施している卒業

時アンケートの DP が身に付いたかを問う質問において、①課題解決能力、②コミュ

ニケーション力、③実践的英語能力の全ての項目で評価上位２項目の回答割合が平成

28 年度と比べて大きく向上している（平成 28 年度：①68.7％・②42.5％・③24.6％→

令和３年度：①85.0％・②64.7％・③49.8％）。このように中期計画に掲げた DP に掲

げた能力の養成が順調に推移している。また、入学時から本学の DP の浸透を図るた

め、コミットメントブックを作成し入学者に配付するとともに、卒業時アンケートや

卒業生アンケートで調査した DP 達成度や教育の内部質保証の取組を冊子及びホーム

ページ「茨城大学コミットメントがみえる」にまとめ、広く学内外に発信した。  

 

〇iOP については、オンラインによる説明会の開催（３回開催、参加者 321 名）や、

Leaning Manegement System に iOP の特設ページを構築することなどにより、学生への
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周知に努めた。新型コロナウイルス感染症の影響により、令和３年度の iOP も対面に

よらない方法で実施可能なプログラムやオンラインインターンシップが中心となっ

たが、延べ 155 名の学生がエントリーした。iOP に関するワークショップ等を企画す

る「iOP ラボ」については、感染症対策に留意しながら、対面とオンライン配信の併

用により 6 回のイベントを開催し、延べ約 100 名が参加した。このように新型コロナ

ウイルス感染症の影響により活動制限を余儀なくされている中でも、iOP 実施学生の

増加に努めた。  

 

〇地域志向教育の強化と地域への定着を促進するために第３期中に取り組んできた

COC 事業を発展的に継承し、令和３年度から「アントレプレナーシップ教育プログラ

ム」を開始した。このプログラムは、「いばらきに豊かさを生み出す起業家・社内起

業家精神の育成」をテーマとしており、令和２年３月から本学と茨城県の間で「アン

トレプレナーシップ教育プログラム検討会」を組織し、検討を進めてきた。プログラ

ムの運営に当たっては、茨城県の「大学等特色化推進事業」の支援により、プログラ

ムの運営に係る費用の補助を受け、令和４年度までの２年間は茨城県との連携講座と

してプログラムを運営することとしている。プログラムの内容は、入門プログラム、

基礎プログラム、実践プログラムと起業家・社内起業家に必要な資質・知識・技能を

段階的に学べるものとしており、起業体験やビジネスプランコンテストへの参加など

特色あるプログラムを設定しており、いずれのプログラムにおいても、茨城県との連

携だけに留まらず、企業や起業家、金融機関とも連携し、実施している。令和３年度

後期に開講された入門プログラム「アントレプレナーシップ入門」は、152 名もの学

生が履修しており、地域社会への関心と理解を深め、地域に定着する学生の増加につ

ながる地域思考力強化プログラムを産官学民の連携によってスタートすることがで

きた。  

 

〇昨年度全学教育機構及び IT 基盤センターが中心となり開始した遠隔授業 FD を、今

年度は教育 DX・授業改善 FD/SD として対象を拡大し９回オンラインにて開催し、延

べ 373 名が参加した。FD では Microsoft365 の新機能や Leaning Manegement System の

活用方法、他機関主催 FD の参加報告等、授業改善に資する情報を提供し、教育の質

の向上に貢献した。  

 

（２）特色ある研究成果の創出と発信  

〇本学では、これまで地球変動適応科学研究機関（ICAS）及び広域水圏環境科学教育

研究センター（CWES）を中心として、地球環境変動・地域環境研究を行ってきた。令

和２年度には両組織を統合して、地球・地域環境共創機構（GLEC）を設立し、両組織

の強みを活かした分野融合的な研究活動を進めてきたところである。令和３年度は、

大学等間の連携を強化するための「カーボンニュートラル達成に貢献する大学等コア

リション」に加盟し、全体を取りまとめる「総会」および地域の脱炭素化に取り組む

「地域ゼロカーボンワーキンググループ」を担当するなど、地域企業や自治体等と連

携したカーボンニュートラルの達成に向けた取組を重点的に進めている。また、地球

・地域環境共創機構（GLEC）を中心に、気候変動対策としてのカーボンニュートラル

に関する理解を深めることを目的に、学内外の専門家を講師とする「カーボンニュー

トラルオープンセミナー」を通年で開催し、カーボンニュートラルに関する社会的な

背景や国内外の最新動向、技術開発の要点などの情報を発信することにより、研究成

果の地域社会への積極的な還元および啓発活動を実施した。今後は地域の企業・自治
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体等と連携した取り組みにつなげていく。 

 

○フロンティア応用原子科学研究センター（iFRC）は、大強度陽子加速器施設（J-PARC）

が供給する中性子線などの量子線を利用する物質科学・原子科学・ビーム科学などを

展開することにより、理工学研究科量子線科学専攻の教育と連動しつつ、さらに茨城

県が推進する産業応用や地域イノベーション達成への貢献を視野に入れ、先進的な研

究教育拠点として活動を行っている。令和２年度に拡充した連携機関である、茨城県

内の一般財団法人総合科学研究機構（CROSS）や佐賀大学シンクロトロン光応用研究セ

ンターとオンラインを活用した研究者や学生による研究交流を活発に実施するなど、

さらなる量子線科学における人材育成・研究力強化を進めてきた。引き続き協力機関

との更なる連携強化を推進し、新たな共同研究などにつなげていく。  

 

○本学では研究・産学官連携機構（iRIC）による研究マネジメント体制を構築してお

り、研究 IR 情報の分析やベンチマークによる他大学との比較、全学目標値・各部局目

標値の設定と達成に向けた施策の検討、リサーチ・アドミニストレーター（URA）等の

研究支援人材による産学連携支援等により、外部資金の獲得推進に貢献した。令和３

年度には、「茨城県経営者協会」と共同研究推進のための連携協定を締結し、より細

かな社会ニーズと本学のシーズを結びつけ、地域の活力を高める事を目的とした、「共

同研究創発プロジェクト『Joint 結（ゆい）』」の第１期を同協会とスタートし、企

業が事前に設定された複数のテーマから選択して共同研究に取り組む「入門コース」

と、研究・産学官連携機構（iRIC）のコーディネートのもと大学教員と個別に共同研

究に取り組む「専門コース」の二つのコースを設け、共同研究の間口を広げ、かつ組

織的・体系的な支援を通じて、地域における共同研究の数・質の向上を図った。また、

当機構の取組により、新規の共同研究件数と金額が大幅に増加しており、令和３年度

には第３期中期目標期間中、最大の受入額を達成した。今後は組織対組織の共同研究

を更に強化し、研究活動を活性化するとともに研究力の強化を推進する。 

 

〇研究・産学官連携機構（iRIC）内に設置している「日立地域デザインプロジェクト

推進室」が、経済産業省の「第３回 地域オープンイノベーション拠点選抜制度」にて

地域貢献型の拠点に選抜された。本取組は、本学と日立地域に関わる企業、自治体が

一体となって取り組む地域課題解決型の連携事業として「日立地域デザインプロジェ

クト」を立ち上げ、これまでに、モータの高性能化に貢献する金属加工技術の高度化

（ものづくり DX）や、電力・水道・公共交通等の公共インフラ技術の最適スケール化

といった具体的な技術開発・普及に取り組むとともに、学生も参加したワークショッ

プを通じた新たな地域ビジョンづくりを推進してきた。軽量超小型超効率モータの開

発については試験用モータが完成し、また、地域のビジョン（ひたちビジョン）につ

いても「時空を超えてつながり、『愉しい』を創り続けるまち」に決まるなど、成果

が着実に生まれている。拠点の選抜に当たっては、「地域の産学連携組織として必要

十分にまとまっている」「拠点のビジョンや目標が具体的であり、地域性を活かした

取組みが熱心に行われ、成果を挙げている。地域経済・地域社会への波及効果も期待

される」として審査委員会から評価されており、同省による伴走支援を受けながら、

今後も全国有数の転出超過地域になっている日立地域を「住み続けられる街・地域」

とするための取組強化を推進する。 

 

〇筑波大学が代表機関として採択された文部科学省「世界で活躍できる研究者戦略育
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成事業」において、本学はお茶の水女子大学及び国研、企業とともに共同実施機関と

して参画しており、専任の URA を雇用し、若手研究者の戦略的育成に取り組んでいく

こととなった。本事業において、本学は筑波大学と連携して「大学×国研×企業連携

によるトップランナー育成プログラム（TRiSTAR）」を実施し、産・官・学、言語、分

野、業界、業種等のあらゆるボーダーを「突破する力」と「表現する力」を涵養した

「世界と繋がるトランスボーダー研究者」を育成するため、大学×国研×企業との協

働により、文理の壁も超えた世界を先導する育成プログラムの開発と実証を行う。本

プログラムの育成対象者「TRiSTAR フェロー」は、「専門深化力」醸成のため国内外

の一流研究機関に滞在して連携を行い、異分野融合や産学連携などのトランスボーダ

ーによる「俯瞰力」醸成のため、異分野研究機関、民間企業などとの連携を行い、研

究機関滞在の経済的な支援、ならびにトランスボーダーへの連携のために必要な、研

究者、派遣機関、受入機関の三者間でのマッチングを支援し、大学、国研、企業それ

ぞれの強みを活かした協働とキャリアパスを創出する新時代の研究者の育成モデル

を目指す。 

 

（３）新型コロナウイルス感染症への対応  

○ワクチン接種の加速化及び地域の負担軽減の観点から、近隣大学の常磐大学と連携

し、本学水戸キャンパス及び日立キャンパスにおいて「職域接種」を２回、延べ 8170

人の学生、教職員に対して実施した。そのほか、宇都宮大学との連携も図り、本学の

学生を一部派遣し宇都宮大学での接種を実施した。国の緊急事態宣言が解除され、県

内感染者の拡大も抑えられてきたことに加え、本学でのワクチン職域接種などの実施

により感染リスクの低下が見込まれることから、10 月 13 日以降、国や県の緊急事態

宣言を受けて一時的に制限していた対面授業を再開した。再開にあたっては感染症対

策を徹底したうえで遠隔授業も併用する等、教育効果を勘案し、授業科目の性格や受

講環境に応じて効果的に使い分けて実施した。  

 

〇感染症に対する知識と対策の一助として、課外活動団体向けの「新型コロナウイル

ス感染症対策マニュアル」を作成し冊子体で配布した。また、夏季休業期間に向けた

一般学生に向けた同様のマニュアルも電子データで公開するなど感染症への対応を

行った。 

 

○本学学生と教職員の有志による「茨大生活支援ボランティア」を立ち上げ、市民有

志の「学生食料支援プロジェクト」と協働し、米や野菜、レトルト食品、生理用品を

含む日用品などの配布を行った。これまではキャンパス外での配布であったが、「茨

城大学生活協同組合」の協力と本学学務部学生支援課との連携もあり、キャンパス内

の食堂にて事前準備や物資の受入、当日の配布まで一貫して行うこととなり、合計 463

人もの学生に配布を行った。  

 

（４）その他の注目すべき取組  

〇茨城県内の中学生・高校生・大学生を対象として、アントレプレナーシップ（起業

家精神）を持った人材の育成に資するために、茨城県と連携し、平成 29 年度から「茨

城県学生ビジネスプランコンテスト」を開催している。当該コンテストは、茨城県内

で唯一の学生のみを対象としたコンテストであり、分野を限定せず、営利・非営利も

問わず、学生の幅広いアイデアを支援することを特徴としている。新型コロナウイル

ス感染症の影響により、２年ぶりの開催となった令和３年度は、審査基準の見直しや



- 7 - 

県内企業への協力依頼の拡大、積極的な周知活動を行った結果、協賛企業が令和元年

度の６社から 10 社へと増加、コンテストへの応募件数も 14 件から 61 件（本学学生

の応募件数も３件から 12 件）へと大幅に増加した。コンテストでは、本学理事や教

員、協賛企業の代表者による審査を経て、８団体が表彰を受けており、その後は、コ

ンテスト応募者を対象にフォローアップ研修が開催され、企画書作成に関する講演や

プレゼンテーションの演習なども行われている。コンテスト終了後には、協賛企業と

相談しながらプランを進めている表彰チームもあり、県内高校生・大学生の地域社会

への関心と理解を深め、アントレプレナーシップの醸成に貢献できたことは大きな成

果であると言える。  

 

（５）附属学校に関する取組  

〇文部科学省が推進する「GIGA スクール構想」への対応として、児童生徒への１人

１台端末の整備が完了し、学校 ICT 環境の整備を推進した。令和３年度には、「附属

学校 GIGA スクール推進委員会」を設置し、推進体制を構築した。また、ICT 環境を

積極的に活用する中で、児童生徒及び指導者の立場である教員へのサポートの必要性

が高まり、附属学校園において「ICT 支援員」を導入し、教員に係る負担の軽減と、

ICT を活用した指導力の向上を図った。  

 

〇附属幼稚園・附属小学校・附属中学校・附属特別支援学校の４校が通貫したポリシ

ーの基に教育を行い、教育課程の接続を行うために令和２年度に学長のガバナンスの

下で理事・副学長（総括理事・教育統括）を座長とした「附属学校園改革・将来構想

に関するタスクフォース」が設置された。令和３年度は、統括校長を配置し統一され

た方針により学校経営を行い、附属学校園を通貫するポリシーとして科学的に思考す

る力（グリーン／デジタル）及び国際的視野を持つことを含めて多様な他者と協同す

る力（グローバル／ダイバーシティ）を身に付けるためのカリキュラムを策定するこ

とをタスクフォースが答申し、令和４年度から附属学校園統括を担当する学長特別補

佐を任命することとした。  

 

（６）教育関係共同利用拠点に関する取組（水圏環境フィールドステーション） 

〇水圏環境フィールドステーションにおいては、新型コロナウイルス感染症拡大の影

響により、対面での実習が困難な状況となったことを踏まえ、新たにオンライン実習

スタジオを整備し、施設利用者の受け入れ体制を強化した。また、ステーションで開

講している公開臨湖実習や他大学共同利用実習、学内実習のためのリモート実習プロ

グラムの開発を行った。昨今の対面での実習実施が困難な状況下において、公開臨湖

実習５講座、他大学共同利用実習 1 講座、学内実習２講座をリモート実習として開講

した。公開臨湖実習参加者数は感染拡大以前の水準まで回復するとともに、他の実習

でも多くの学生が受講し、湖沼生態系・流域管理・地域防災等の専門性の高い教育活

動を実施した。また、リモート実習に参加した受講生の満足は 95.8％と高評価が得ら

れた。 

 

２．業務運営・財務内容等の状況 

（１）業務運営の改善及び効率化に関する特記事項等 

〇理事等の職務を定めた「国立大学法人茨城大学の理事等の職務等に関する内規」を

改正することで、全学的な検討事項に対応する業務を担当する理事（総括理事）を学

長が指名できるようにした。令和３年度には、第４期中期目標期間に進めることを検
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討している教育改革を担う学長特別補佐（新教育組織設置）を任命した。これにより、

学長自身が本来業務に専念できるようになるなど、学長リーダーシップ体制が強化さ

れた。  

 

〇令和２年度に就任した学長に対する学長業績評価を令和３年度に実施した。この制

度は、学長が適正に職務を遂行しているかをチェックするために、本学の学長選考会

議において実施しているもので、現学長に対する業績評価は今回が初めてである。学

長選考会議の各委員が「教育」「研究」「地域連携」「国際交流」「大学運営」とい

う５つの観点に対し、それぞれ５段階評価を行い、その平均値に「総評」と詳細なコ

メントを加えて、報告書として取りまとめている。今回の学長業績評価では、「総評」

が「4.0」（期待する程度を上回った）という高い評価を受けており、特に「教育」に

関する評価が「4.7」と突出して高い評価となっている。評価結果については、本学の

ホームページでも公表しており、批判も含めた本学長に対する客観的な評価をステー

クホルダーに対し、広く発信している。 

 

〇学生の便宜向上及び事務の効率化を実現するため、業務情報の電子化・一元化等、

事務処理の合理化・簡素化を推進した。水戸地区においては、学部ごとであった学生

サービス窓口を一元化し、「ワンストップサービス」化を行うとともに、日立、阿見

地区においては、水戸キャンパスの学生センターと IT を駆使して、遠隔地キャンパ

スに在学する学生向けサービス内容を強化し、新型コロナウイルス感染症の拡大の状

況下でもオンラインを活用した相談や指導業務が行われ、学生サービス窓口を一元化

することができた。学生サービス窓口を担う職員研修の実施やオンラインによる学生

指導等のきめ細やかな学生指導対応により、学生の満足度アンケート結果において

は、学務系窓口の対応に係る満足度が、平成 28 年度 32.7％から令和３年度 54.5％と

大きく向上した。 

 

（２）財務内容の改善に関する特記事項等 

〇大学改革推進と財務改善の両立を目指し、第３期中期目標・中期計画期間における

厳しい財務見通しを明らかにしたうえで全学での集中的な財務改善を定めた「財務改

善実行計画」について、令和２年度に引き続き、令和３年度も以下のように実施した。 

＜収入増加の取組＞ 

①自己財源の増加 

  ・駐車場の有料化 

②外部資金獲得額の増加 

＜支出抑制の取組＞ 

①人件費の抑制 

 ・時間外労働の削減 

②光熱水費の削減 

③教育研究経費の繰越制度の活用 

④清掃業務等の見直し 

これらの取組の実施により、想定された８億円の支出超過を回避し、2.3 億円の剰

余金を生み出すなど収支改善ができた。 

 

〇第４期中期目標期間における目指すべき経営の方向性として、経営上の課題を踏ま

え、単なる収支改善に留まらない、堅牢かつ柔軟な経営基盤の確立、大学全体の活性
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化の両立を目指し、「経営刷新基本方針」を策定した。  

 

○平成 28 年度から受入を開始した「茨城大学基金」の拡充を目指し、第３期中期目標

期間中はファンドレイザーの配置や「70 周年基金事業基金」の設置などの取組を進め

てきた。基金担当部署の訪問先・訪問日程を全学的に共有するとともに、各部局が企

業・団体を訪問した際に基金のパンフレットを配布することを周知するなど、全学一

体となって寄附を募る仕組みを構築している。また、学外者も含めた継続的な寄附の

受入が課題となっていたことから、学外者も含めた継続寄附の新たな仕組みとして

「茨城大学基金賛助会員制度」を令和３年 11 月に創設した。この制度では、個人会員

は１万２千円以上 /年、法人・団体会員は１口５万円以上 /年から受け入れるものとし

ており、金額によって本学の広報誌の送付やイベントへの招待、本学グッズの配布な

どの特典を用意した。令和３年度には、企業・法人・団体からの基金受入が大幅に増

加し、令和２年度の 17,552 千円から令和３年度は 61,964 千円へと約 3.5 倍にまで拡大

している。  

 

（３）その他業務運営に関する特記事項等 

〇教育研究活動を含めた大学運営業務のデジタル化推進のため、スマートユニバーシ

ティ構想を策定することとし、第４期に向けて、情報の管理と利活用を戦略的に進め

る組織「情報戦略機構」を令和４年度から新設することを決定した。本機構は、教育

・研究・業務における情報技術の活用を継続的に推進し、全学的な情報及びデータの

マネジメントやセキュリティに関する戦略立案を通して大学運営を支えるとともに、

その基盤となる本学情報ネットワーク及び共有基盤データベースの管理・運営を行う

事を目的とする。 

 

〇業務 DX 推進に係る環境整備の取組みとして、事務系職員を対象に茨大 ID と紐づ

くノート型 PC を一括購入し貸与することで、機種の統一化による情報セキュリティ

の強化並びに機能・操作性の平準化を順次図ることとした。執務室の他、会議室やテ

レワークの際の自宅への持出しを想定し、紛失や盗難などによる情報漏洩を出来る限

り防ぐよう管理運用するとともに、安心安全な環境での業務遂行を可能とし、職員の

PC 管理スキルおよび情報リテラシーの向上を図った。 

 

〇安全保障輸出管理に関する省令・通達の改正による令和４年５月からの「みなし輸

出」管理の明確化等の実施に向けて、学内の安全保障輸出管理体制の見直しを進めた。

令和３年 11 月、本学が加入している関東（北部）エリア安全保障貿易管理ネットワー

クの意見交換会に参加し、経済産業省や警察庁の担当官による安全保障輸出管理に係

る最新の動向や省令等の改正点について説明を受けるとともに、他大学担当者と省令

等の改正への対応状況について情報交換を行った。また、令和３年 12 月には「みなし

輸出」管理の明確化等に関する学内説明会を開催し、経済産業省輸出管理アドバイザ

ーを講師に迎え、省令等の改正点や学内の輸出管理体制の変更点等の周知を図った。 
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３．沿革  

 茨城大学は、昭和24年(1949年) 5月31日国立大学設置法(昭和24年法律第150号)によ

り、旧制の水戸高等学校・茨城師範学校・茨城青年師範学校及び多賀工業専門学校を包

括し、文理学部・教育学部・工学部の３学部からなる新制大学として発足した。 

 沿革の概要は次のとおり。 

 昭和27年 4月 茨城県立農科大学を国に移管し、本学農学部設置 

 昭和30年 6月 五浦美術文化研究所設置 

 昭和30年 7月 工業短期大学部併設 

 昭和42年 6月 文理学部を改組し、人文学部・理学部・教養部設置 

 昭和43年 4月 大学院工学研究科（修士課程）設置 

 昭和44年 1月 地域総合研究所設置 

 昭和45年 4月 大学院農学研究科（修士課程）設置 

 昭和48年 4月 保健管理センター設置 

 昭和54年 4月 大学院理学研究科（修士課程）設置 

 昭和60年 4月 東京農工大学大学院連合農学研究科（博士課程）の構成大学となる 

 昭和63年 4月 大学院教育学研究科（修士課程）設置 

 平成元年 5月 共同研究開発センター設置 

 平成 3年 4月 大学院人文科学研究科（修士課程）、機器分析センター設置 

 平成 4年 4月 生涯学習教育研究センター設置 

 平成 5年 3月 工業短期大学部を廃止 

 平成 5年 4月 大学院工学研究科（博士課程）設置 

 平成 7年 4月 大学院工学研究科（博士課程）を大学院理工学研究科（博士課程）に

名称変更、大学院理学研究科（修士課程）を廃止し、大学院理工学研

究科（博士課程）に再編成 

 平成 8年 3月 教養部を廃止 

 平成 8年 4月 大学教育研究開発センター設置 

 平成 9年 4月 広域水圏環境科学教育研究センター設置 

 平成11年 4月 遺伝子実験施設設置 

 平成13年 4月 留学生センター設置 

 平成14年 4月 学生就職支援センター設置 

 平成16年 4月 国立大学法人茨城大学設立 

 平成17年 7月 学術情報局設置 

        同局に図書館及びＩＴ基盤センター（旧総合情報処理センター）設置 

 平成18年 4月 大学教育研究開発センターを大学教育センターに改組 

 平成18年 5月 入学センター及び地球変動適応科学研究機関設置 

 平成18年10月 農学部附属農場を附属フィールドサイエンス教育研究センターに改組 

 平成20年 4月 フロンティア応用原子科学研究センター設置 

 平成21年 5月 産学官連携イノベーション創成機構設置、宇宙科学教育研究センター設置 

 平成22年 4月 教育振興局、学術振興局設置 

 平成25年 4月 社会連携センター設置 

 平成28年 4月 全学教育機構設置、全学教職センター設置、大学院教育学研究科（専

門職学位課程）設置 

 平成28年 5月 入学センターを廃止し、アドミッションセンター設置 

 平成29年 4月 人文社会科学部設置 

        人文科学研究科（修士課程）を人文社会科学研究科（修士課程）に名
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称変更 

        教育振興局、大学教育センター、留学生センター、学生相談センタ

ー、学生就職支援センターを廃止し、全学教育機構に再編成 

平成30年 1月  研究・産学官連携機構設置 

平成30年 4月  工学部を改組し、機械システム工学科、電気電子システム工学科、物

質科学工学科、情報工学科、都市システム工学科の５学科に再編 

       理工学研究科（博士前期課程）を改組し、機械システム工学専攻、電

気電子システム工学専攻、情報工学専攻、都市システム工学専攻を設

置 

農学部附属フィールドサイエンス教育研究センターを農学部附属国際

フィールド農学センターに名称変更 

令和 2年 4月  広域水圏環境科学教育研究センター、地球変動適応科学研究機関を廃

止し、地球・地域環境創生機構に再編成 

令和 3年 4月  大学院人文社会科学研究科、大学院教育学研究科を改組  

 

４．設立に係る根拠法 

 国立大学法人法（平成15年法律第112号） 

 

５．主務大臣（主務省所管課） 

 文部科学大臣（文部科学省高等教育局国立大学法人支援課） 
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６．組織図その他の国立大学法人等の概要  
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７．事務所（従たる事務所を含む）の所在地 

 

 茨城県水戸市：事務局、人文社会科学部、教育学部、理学部、教育学部附属幼稚園 

        附属小学校、附属中学校 

 茨城県日立市：工学部 

 茨城県稲敷郡阿見町：農学部 

 茨城県ひたちなか市：教育学部附属特別支援学校 

 

 

８．資本金の額 

 

  ３８，７０５，２５５，５４９円（全額 政府出資） 

 

   

９．在籍する学生の数 

 

 総学生数         ７，９０７人 

  学士課程        ６，７２９人 

  修士課程        １，０３９人 

  博士課程           ８５人 

  専門職学位課程        ５４人 

 

 附属学校児童・生徒数 

  附属幼稚園         １１８人 

  附属小学校         ６１０人 

  附属中学校         ４３０人 

  附属特別支援学校       ５０人 

 

  注）当該年度の５月１日現在の在籍者。 
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１０．役員の状況 

役 職 氏 名 任  期 経 歴 

学長 太田 寛行 
令和2年 4月 1日 
 ～令和 6年 3月31日 

平成28年 4月～令和 2年 3月 
 理事・副学長（教育統括） 

理事・副学長 
(総括理事・
教育統括) 

久留主 泰朗 
令和 2年 4月 1日 
 ～令和 4年 3月31日 

平成26年 4月～平成30年 3月 
 農学部長、大学院農学研究科長 

理事・副学長 
(学術統括) 

佐川 泰弘 
令和 2年 4月 1日 
 ～令和 4年 3月31日 

平成30年 4月～令和 2年 3月 
 副学長兼大学戦略･IR室長兼 

広報室長 

理事 
（総務・財務） 

山岸 仁 
令和 2年 4月 1日 
 ～令和 4年 3月31日 

平成30年 4月～令和 2年 3月 
 帯広畜産大学副学長兼事務局長 
  （国からの役員出向者） 

理事 
（社会連携） 

鳥羽田 英夫 

平成30年 4月 1日 
 ～平成30年 6月30日 

（非常勤） 
平成30年 7月 1日 
 ～令和 2年 3月31日 

（常勤） 
令和 2年 4月 1日 
 ～令和 4年 3月31日 

平成28年 6月～平成30年 6月 
 株式会社常陽銀行 
  取締役（監査等委員） 

理事 
（非常勤） 

（国際連携） 
菊池 あしな 

令和 2年 4月 1日 
 ～令和 4年 3月31日 

Arthphys株式会社 
代表取締役社長兼CEO 

LaughFit株式会社 
CEO代表取締役 
（現 職） 

監 事 中根 一明 

平成30年 7月 1日 
 ～令和 2年 8月31日 

令和 2年 9月 1日 

 ～令和 6年 8月31日 

平成29年 4月～平成30年 3月 
 茨城県総務部長 

監 事 

（非常勤） 
浅見 裕子 

令和 2年 9月 1日 
 ～令和 6年 8月31日 

 学習院大学大学院経営学研究科
委員長 

（現 職） 

 

１１．教職員の状況 

 

 教員  ９８４人（うち常勤６０２人、非常勤３８２人） 

 職員  ４１８人（うち常勤２８５人、非常勤１３３人） 

 

＜常勤教職員の状況＞ 

 常勤教職員は、前年度比で６人（０．６％）減少しており、平均年齢は４６．７

歳（前年度４６.５歳）となっております。このうち、地方公共団体からの出向者は

１名ですが、国からの出向者、民間からの出向者はおりません。 

 

  注）当該年度の５月１日現在の現員。 
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「Ⅲ 財務諸表の概要」 

 

（勘定科目の説明については、別紙「財務諸表の科目」を参照願います。） 

 
 １．貸借対照表（https://www.ibaraki.ac.jp/disclosure/corporate/financial/）  

 
  

（単位：百万円）

金額 金額

固定資産 固定負債

有形固定資産 資産見返負債 6,386

土地 22,353 その他の固定負債 173

減損損失累計額 △ 37

建物 28,145 流動負債

減価償却累計額等 △ 15,345 運営費交付金債務 -                           

構築物 2,286 その他の流動負債 2,538

減価償却累計額等 △ 1,574

機械装置 56

減価償却累計額等 △ 45

工具器具備品 7,758

減価償却累計額等 △ 6,784

図書 4,488

美術品・収蔵品 108

船舶 12

減価償却累計額等 △ 10

車両運搬具 85 資本金

減価償却累計額等 △ 84 政府出資金 38,705

その他の固定資産 472 資本剰余金 △ 4,225

利益剰余金 1,138

流動資産

現金及び預金 2,472

その他の流動資産 359

資産の部 負債の部

負債合計 9,098

資産合計 44,717 負債純資産合計 44,717

純資産の部

純資産合計 35,618
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２．損益計算書（https://www.ibaraki.ac.jp/disclosure/corporate/financial/）  

 
 
  

（単位：百万円）

経常費用　（Ａ）

業務費

教育経費

研究経費

教育研究支援経費

受託研究費

共同研究費

受託事業費等

役員人件費

教員人件費

職員人件費

一般管理費

財務費用

雑損

経常収益　（Ｂ）

運営費交付金収益

授業料収益

入学金収益

検定料収益

受託研究収益

共同研究収益

受託事業等収益

寄附金収益

施設費収益

補助金等収益

財務収益

雑益

資産見返負債戻入

臨時損益　（Ｃ）

目的積立金取崩額　（Ｄ）

122

51

当期総利益　（Ｂ－Ａ＋Ｃ＋Ｄ） 360

33

387

0

288

13,349

6,513

302

3,963

613

146

556

111

194

237

6,578

2,153

593

3

0

760

416

556

111

99

237

金額

13,161

12,563

1,649
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３．キャッシュ・フロー計算書（https://www.ibaraki.ac.jp/disclosure/corporate/financial/） 

  

（単位：百万円）

Ⅰ　業務活動によるキャッシュ・フロー　（Ａ）

原材料、商品又はサービスの購入による支出

人件費支出

その他の業務支出

運営費交付金収入

授業料収入

入学金収入

検定料収入

受託研究収入

共同研究収入

受託事業等収入

寄附金収入

財産貸付料収入

補助金等収入

補助金等の精算による返還金の支出

その他の業務収入

預り金の減少

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー　（Ｂ）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー　（Ｃ）

Ⅳ　資金増加額　（Ｄ＝Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

Ⅴ　資金期首残高　（Ｅ）

Ⅵ　資金期末残高　（Ｆ＝Ｄ＋Ｅ）

△ 1

2,743

2,472

205

△ 38

△ 423

△ 136

△ 270

金額

289

△ 2,517

△ 9,157

△ 548

6,344

3,662

577

145

538

101

192

82

465

236
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４．国立大学法人等業務実施コスト計算書  
  （https://www.ibaraki.ac.jp/disclosure/corporate/financial/）  

  

(単位：百万円）

Ⅰ　業務費用

損益計算書上の費用

（控除）自己収入等

（その他の国立大学法人等業務実施コスト）

Ⅱ　損益外減価償却相当額

Ⅲ　損益外減損損失相当額

Ⅳ　損益外除売却差額相当額

Ⅴ　引当外賞与増加見積額

Ⅵ　引当外退職給付増加見積額

Ⅶ　機会費用

42

14

7,018

金額

13,165

△ 6,146

838

37

55

71

8,077Ⅷ　国立大学法人等業務実施コスト
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５．財務情報 

（１）財務諸表の概況 

 ① 主要な財務データの分析（内訳・増減理由） 

  ア．貸借対照表関係 

  （資産合計） 

    令和３年度末現在の資産合計は前年度比１，３３９百万円（△２．９％）減（以

下、特に断らない限り前年度比・合計）の４４，７１７百万円となっている。 

    主な増加要因としては、固定資産項目では、建設仮勘定が３０２百万円（前年度０

円）増の３０２百万円、工具器具備品（減価償却累計額を除く）が２６１百万円（＋

３．５％）増の７，７５８百万円、建物（減価償却累計額を除く）が１４０百万円

（＋０．５％）増の２８，１４５百万円となったことなどが挙げられる。 

    また、主な減少要因としては、固定資産項目では、建物減価償却累計額が８０５百

万円（＋５．５％）増の△１５，３４５百万円、工具器具備品減価償却累計額が３１

３百万円（＋４．８％）増の△６，７８４百万円、土地（減損損失累計額を除く）が

１９１百万円（△０．８％）減の２２，３５３百万円となったことなどが挙げられ

る。流動資産項目では、現金及び預金が５７０百万円（△１８．７％）減の２，４７

２百万円となったことなどが挙げられる。 

 

  （負債合計） 

    令和３年度末現在の負債合計は７３４百万円（△７．５％）減の９，０９８百万円

となっている。 

    主な増加要因としては、固定負債項目では、建設仮勘定見返施設費が１８８百万円

（前年度０円）増の１８８百万円、建設仮勘定見返運営費交付金が６４百万円（前年

度０円）増の６４百万円、資産見返寄附金が５５百万円（＋９．５％）増の６３９百

万円となったことなどが挙げられる。流動負債項目では、寄附金債務が４６百万円

（＋６．８％）増の７３３百万円となったことなどが挙げられる。 

    また、主な減少要因としては、固定負債項目では、長期リース債務が１２５百万円

（△４２．０％）減の１７３百万円となったことなどが挙げられる。流動負債項目で

は、未払金が５３６百万円（△３１．２％）減の１，１８３百万円、中期計画の最終

年度における運営費交付金債務の精算により運営費交付金債務が３６５百万円（△１

００．０％）減の０円となったことなどが挙げられる。 

 

  （純資産合計） 

    令和３年度末現在の純資産合計は６０５百万円（△１．７％）減の３５，６１８百

万円となっている。 

    主な増加要因としては、施設費等での資産取得により資本剰余金が３７百万円（＋

０．３％）増の１２，９０９百万円になったこと、当期未処分利益が９４百万円（＋

３５．７％）増の３６０百万円となったことなどが挙げられる。 

    また、主な減少要因としては、損益外減価償却累計額が７５６百万円（＋４．６

％）増の△１７，０９７百万円、政府出資金が９５百万円（△０．２％）減の３８，

７０５百万円となったことが挙げられる。 

 

  イ．損益計算書関係 

  （経常費用） 

    令和３年度の経常費用は８５百万円（△０．６％）減の１３，１６１百万円となっ
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ている。 

    主な増加要因としては、研究経費が８４百万円（＋１２．６％）増の７６０百万

円、受託研究費が５９百万円（＋１１．９％）増の５５６百万円、共同研究費が５３

百万円（＋２９．１％）増の２３７百万円となったことなどが挙げられる。 

    また、主な減少要因としては、教員人件費が１９３百万円（△２．９％）減の６，

５７８百万円、教育経費が５８百万円（△３．４％）減の１,６４９百万円、職員人

件費が５０百万円（△２．３％）減の２，１５３百万円となったことなどが挙げられ

る。 

 

  （経常収益） 

    令和３年度の経常収益は１１０百万円（△０．８％）減の１３，３４９百万円とな

っている。 

    主な増加要因としては、受託研究収益が５９百万円（＋１２．０％）増の５５６百

万円、共同研究収益が５３百万円（＋２９．１％）増の２３７百万円となったことな

どが挙げられる。 

    また、主な減少要因としては、施設費収益が１１０百万円（△７６．８％）減の３

３百万円、運営費交付金収益が６０百万円（△０．９％）減の６，５１３百万円とな

ったことなどが挙げられる。 

 

  （当期総損益） 

    上記経常損益の状況及び臨時損失として固定資産除却損３百万円、臨時利益として

国立大学法人会計基準第７８第３項の規定に基づく運営費交付金債務の収益化１２２

百万円、資産見返負債戻入３百万円、目的積立金取崩額として５１百万円等を計上し

た結果、令和３年度の当期総利益は９４百万円（＋３５．７％）増の３６０百万円と

なっている。 

 

  ウ．キャッシュ・フロー計算書関係 

  （業務活動によるキャッシュ・フロー） 

    令和３年度の業務活動によるキャッシュ・フローは６９０百万円（△７０．４％）

減の２８９百万円となっている。 

    主な増加要因としては、人件費支出が１４５百万円（△１．６％）減の△９，１５

７百万円、授業料収入が７４百万円（＋２．１％）増の３，６６２百万円、補助金等

収入が６６百万円（＋１６．７％）増の４６５百万円となったことなどが挙げられ

る。 

    また、主な減少要因としては、運営費交付金収入が４２０百万円（△６．２％）減

の６，３４４百万円、原材料、商品又はサービスの購入による支出が３７６百万円

（＋１７．６％）増の△２，５１７百万円、預り金が１１７百万円（△１４９．６

％）減の△３８百万円となったことなどが挙げられる。 

 

  （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

    令和３年度の投資活動によるキャッシュ・フローは２９９百万円（△２４０．８

％）減の△４２３百万円となっている。 

    主な増加要因としては、定期預金等への支出が３００百万円（△１００．０％）減

の０円、有形固定資産及び無形固定資産の売却による収入が１４９百万円（＋１１１

６３．４％）増の１５０百万円となったことなどが挙げられる。 
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    主な減少要因としては、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出が５３７

百万円（＋９５．２％）増の１，１００百万円、施設費による収入が２３８百万円

（△４４．５％）減の２９８百万円となったことなどが挙げられる。 

 

  （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

    令和３年度の財務活動によるキャッシュ・フローは２百万円（＋１．７％）増の△

１３６百万円となっている。 

    主な増加要因としては、利息の支払額が１百万円（△２５．５％）減の△３百万

円、リース債務の返済による支出が１百万円（△０．９％）減の△１３３百万円とな

ったことが挙げられる。 

 

  エ．国立大学法人等業務実施コスト計算書関係 

  （国立大学法人等業務実施コスト） 

令和３年度の国立大学法人等業務実施コストは１６百万円（△０．２％）減の８，０

７７百万円となっている。 

主な増加要因としては、授業料収益が４６百万円（△１．２％）減の△３，９６３

百万円、損益外除売却差額相当額が４２百万円（＋１９９０６７．２％）増の４２百

万円、損益外減損損失相当額が３７百万円（前年度０円）増の３７百万円、政府出資

の機会費用が３０百万円（７２．４％）増の７１百万円、引当外退職給付増加見積額

が２４百万円（＋８３．１％）増の５５百万円、一般管理費が２２百万円（＋３．９

％）増の５９３百万円となったことなどが挙げられる。 

また、主な減少要因としては、業務費が１０６百万円（△０．８％）減の１２，５

６３百万円、受託研究収益が５９百万円（＋１２．０％）増の△５５６百万円、共同

研究収益が５３百万円（＋２９．１％）増の△２３７百万円となったことなどが挙げ

られる。 
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 （注１）業務活動によるキャッシュ・フローが各年度において増減のある主な要因は、各年度における退職

給付金支給額の増減に起因する人件費支出の増減によるもののほか、目的積立金財源による執行額の

増減などによるものである。 

  （注２）投資活動によるキャッシュ・フローが各年度において増減のある要因は、施設費や目的積立金財 

源などによる固定資産の取得の増減によるもののほか、有価証券の取得や償還等によるものである。 

  （注３）引当外退職給付増加見積額が各年度において増減のある要因は、各年度における退職給付金支給額

の増減が影響するためである。 

  

（表）　主要財務データの経年表 （単位：百万円）

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

資産合計 45,962 46,051 45,717 46,056 44,717

負債合計 8,849 9,074 9,277 9,832 9,098

純資産合計 37,112 36,976 36,439 36,224 35,618

経常費用 13,394 13,975 13,355 13,247 13,161

経常収益 13,465 14,015 13,550 13,459 13,349

当期純損益 65 39 194 213 309

776 465 589 979 289

△ 560 326 △ 512 △ 124 △ 423

△ 167 △ 180 △ 174 △ 139 △ 136

資金期末残高 1,512 2,125 2,026 2,743 2,472

国立大学法人等業務実施コスト 7,982 8,593 8,026 8,094 8,077

（内訳）

業務費用 7,162 7,788 7,165 7,203 7,018

うち損益計算書上の費用 13,407 13,980 13,359 13,248 13,165

うち自己収入 △ 6,245 △ 6,192 △ 6,194 △ 6,045 △ 6,146

損益外減価償却等相当額 914 870 857 822 838

損益外減損損失相当額 － － － － 37

損益外有価証券損益相当額

（確定） － － － － －

損益外有価証券損益相当額

（その他） － － － － －

損益外利息費用相当額 － － － － －

損益外除売却差額相当額 32 0 0 0 42

引当外賞与増加見積額 △ 11 1 △ 5 △ 2 14

引当外退職給付増加見積額 △ 131 △ 66 7 30 55

機会費用 15 － 1 41 71

（控除）国庫納付額 － － － － －

区分

業務活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー
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  ② セグメントの経年比較・分析（内容・増減事由） 

    セグメント情報については、平成２０年度より開示しており、令和元年度より本学の業

務に応じて「人文社会科学部」・「教育学部」・「理学部」・「工学部」・「農学部」・

「附属施設」・「附属学校」に区分し、各セグメントに配賦しなかったものは「法人共

通」に計上している。 

 

  ア．業務損益 

    業務損益は、１８７百万円と前年度比２４百万円減（△１１．６％）となっている。人

文社会科学部セグメントの業務損益は８１０百万円と前年度比１０百万円減（△１．２

％）、教育学部セグメントの業務損益は５９５百万円と前年度比２百万円増（＋０．４

％）、理学部セグメントの業務損益は４８４百万円と前年度比２百万円増（＋０．５

％）、工学部セグメントの業務損益は１，２６２百万円と前年度比２８百万円減（△

２．２％）、農学部セグメントの業務損益は３０８百万円と前年度比１１百万円増（＋

３．９％）となっている。附属施設セグメントの業務損益は△５１６百万円と前年度比

３９百万円減（△８．３％）となっている。附属学校セグメントの業務損益は△１４３

百万円と前年度比１９百万円増（＋１１．８％）となっている。法人共通セグメントの

業務損益は△２，６１３百万円と前年度比１８百万円増（＋０．７％）となっている。 

 
 

  イ．帰属資産 

    帰属資産は４４，７１７百万円と前年度比１，３３９百万円減（△２．９％）となって

いる。人文社会科学部セグメントの帰属資産は７９４百万円と前年度比１１百万円増

（＋１．５％）、教育学部セグメントの帰属資産は１，０３９百万円と前年度比９７百

万円減（△８．６％）、理学部セグメントの帰属資産は１，８９５百万円と前年度比８

２百万円減（△４．２％）、工学部セグメントの帰属資産は６，９５７百万円と前年度

比１０２百万円減（△１．５％）、農学部セグメントの帰属資産は８，８１４百万円と

前年度比８９百万円減（△１．０％）となっている。附属施設セグメントの帰属資産は

６，９７６百万円と前年度比２０６百万円減（△２．９％）となっている。附属学校セ

グメントの帰属資産は５，０２４百万円と前年度比８７百万円減（△１．７％）となっ

ている。法人共通セグメントの帰属資産は１３，２１４百万円と前年度比６８５百万円

減（△４．９％）となっている。 

（表）　業務損益の経年表 （単位：百万円）

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

3,041 3,308 3,266 3,484 3,461

－ － 764 820 810

－ － 612 593 595

－ － 434 482 484

－ － 1,224 1,290 1,262

－ － 231 296 308

△ 552 △ 535 △ 442 △ 477 △ 516

△ 100 △ 122 △ 115 △ 162 △ 143

△ 2,316 △ 2,609 △ 2,514 △ 2,632 △ 2,613

71 39 194 211 187

附属学校

区分

学部・研究科等

附属施設

人文社会科学部

教育学部

理学部

工学部

農学部

法人共通

合計
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③ 目的積立金の申請状況及び使用内訳等 

当期総利益３６０百万円のうち、国立大学法人会計基準第７８第３項の規定に基づく運

営費交付金の精算分を除き、第４期中期目標期間に定める積立金の使途（インフラ長寿命

化計画実施事業等）の財源に充てるために２３８百万円を目的積立金として申請してい

る。 

令和３年度においては教育研究の質の向上及び組織運営の改善の目的に充てるため、１

１３百万円を使用した。 

 

 

（２）施設等に係る投資等の状況（重要なもの） 

 ① 当事業年度中に完成した主要施設等 

     該当なし。 

 ② 当事業年度中において継続中の主要施設等の新設・拡充 

・附属中学校校舎改修事業（Ⅱ期工事）：総投資見込額２４７百万円（うち当事業年度

執行額８２百万円） 

・総合研究棟改修事業（都市工学系）：総投資見込額３７３百万円（うち当事業年度執

行額１０６百万円） 

・学生寄宿舎改修事業（みずき寮）：総投資見込額３２０百万円（うち当事業年度執行

額１１５百万円） 

 ③ 当事業年度中に処分した主要施設等 

・職員宿舎の一部及び宿泊施設（水交荘）を含む土地（東原団地）の売却：取得価格１

７５百万円、売却額１３５百万円 

・附属小学校の土地（三の丸）の一部売却：取得価格１５百万円、売却額１５百万円 

 ④ 当事業年度において担保に供した施設等 

    該当なし。 

 

  

（表）　帰属資産の経年表 （単位：百万円）

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

20,170 20,251 20,251 19,861 19,501

－ － 821 783 794

－ － 1,221 1,137 1,039

－ － 2,038 1,977 1,895

－ － 7,192 7,059 6,957

－ － 8,978 8,903 8,814

7,093 7,052 7,409 7,183 6,976

4,946 4,870 4,821 5,111 5,024

13,752 13,875 13,234 13,900 13,214

45,962 46,051 45,717 46,056 44,717

法人共通

合計

区分

学部・研究科等

附属施設

附属学校

人文社会科学部

教育学部

理学部

工学部

農学部
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（３）予算・決算の概況 

   以下の予算・決算は、国立大学法人等の運営状況について、国のベースにて表示して

いるものである。 

 

 

 

 

 

（単位：百万円）

予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算 差額理由

1,281－ 1,099 － 1,522 －－ 669

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

決算報告書参照

7,157

139

4,391

2,629

12,033

2,283

7,331

154

4,407

2,536

11,966

平成29年度
区　分

支　出

収入－支出

収　入

－ 830

運営費交付金収入

補助金等収入

学生納付金収入

その他収入

業務費

その他収入

6,872

171

4,457

1,795

7,048

53

4,302

2,010

11,714

1,700

11,683

1,791

1,893

11,342

1,401

1,974

6,944

253

4,482

1,291

6,721

405

4,300

2,545

11,408

2,565

7,215

30

4,286

2,458

11,600

1,525

6,709

433

4,371

2,781

11,489

1,653

6,365

413

4,282

2,956

11,335

2,682

6,948

450

4,274

2,798

11,296
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「Ⅳ 事業の実施状況」 

１．財源構造の概略等 

 本学の経常収益は13,349百万円で、内訳として運営費交付金収益6,513百万円（48.8

％(対経常収益比、以下同じ。)）、授業料収益3,963百万円（29.7％）、入学料収益613

百万円（4.6％）、受託研究収益556百万円（4.2％）、補助金等収益387百万円（2.9％）

となっている。 

 

２．財務データ等と関連付けた事業説明 

（１）人文社会科学部セグメント 

人文社会科学部セグメントは、人文社会科学部、人文社会科学研究科で構成されてい

る。 

人文社会科学部においては、文系の総合学部として、人間の文化と社会に関する専門

性を持ちながら、世界のさまざまな地域で活躍できる人間を育成することを目的とす

る。人文社会科学研究科においては、変化の激しい社会の中で、永く高度専門職業人で

あり続けられるように、広い視野を持ちながら自ら専門性を深化・拡張し学び続けられ

る人材を養成するために、多様なニーズに対応した深い専門性と質の高い教育を提供

するとともに、人文科学又は社会科学に関する探求を通じて、高い専門知識と能力を持

ちつつ、複眼的な視野で物事を判断し、多様な人びとと協働しながら社会の持続的な発

展のために地域の課題を解決して地域を活性化させることができる人材の育成を図る

ことを目的とする。 

令和３年度における特色ある主な取組は次のとおりである。 

・人文社会科学研究科においては、既存の「文化科学専攻」と「社会科学専攻」を改

組し、人間の精神や文化を主な研究対象とする人文科学の伝統的な学問分野を基

盤とし、人間の思想や歴史、生き方や人間行動、文化・文明などの探求を通じ、人

間の本質的側面を深く理解し、それに基づき判断する能力を養い、自らの専門性を

活かして社会・地域課題の課題を発見し、多様な人びとと協働しながら長期的展望

に立って主体的に取り組むことのできる人材の育成を図る「人文科学専攻」及び、

社会における人間・組織・システム・政策等を科学的、体系的に研究する学問分野

を基盤とし、予想困難で激変する社会への科学的な探求を通じ、国内外で生ずる様

々な事象の本質・原因を理解・解明する能力を養い、社会の未来を展望・構想でき

る高度専門職業人として、多様な人びとと協働しながら地域課題の解決に取り組

み、専門性を活かして世の中に影響を与えられる人材育成を図る「社会科学専攻」

の２専攻がスタートした。 

・既存図書室のスペースをラーニングコモンズに改装し、令和元年度に設置した「デ

ジタルサポート室」を併設する事で、学習環境の整備を行った。従来のラーニング

コモンズには無かった演習エリアも新設する事で、コロナ禍におけるオンライン

を活用した新たな学習形式にも対応可能となった。また、学部共同資料室の整備、

学習支援室も整備を進め、より良い学習環境の提供が可能となった。 

 人文社会科学部セグメントにおける事業の実施財源は、学生納付金収益946百万円

（51.4％（対当該セグメントにおける業務収益比、以下同じ。））、運営費交付金収益

776百万円（42.2％）、補助金等収益93百万円（5.1％）、雑益11百万円（0.6％）、そ

の他12百万円（0.7%）となっている。また、事業に要した経費は、教員人件費833百万

円（80.9％（対当該セグメントにおける業務費用比、以下同じ。））、教育経費151百

万円（14.7％）、研究経費28百万円（2.8％）、一般管理費8百万円（0.8％）、その他

8百万円（0.8％）となっている。 

 

（２）教育学部セグメント 

 教育学部セグメントは、教育学部、教育学研究科で構成されている。 

 教育学部においては、幅広い知識と豊かな感性を備え、人間性の向上を目指し、教育
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上の諸課題を解決するために学び続ける、実践力のある教員を養成すること及び現代

の多様な社会的課題を理解し、解決することに貢献できる、実践力ある幅広い分野の教

育的人材を育成することを目的とする。教育学研究科においては、多様な子どもを深く

理解し、すべての子どもの力を伸ばす高い実践力を有する教員を養成すること及び社

会や地域の教育課題を理論的に追究し、学校内外の人々と協働して解決に取り組むこ

とができる教員を養成することを目的とする。 

 令和３年度における特色ある主な取組は次のとおりである。 

・深い専門性と広い視野を持ち、最新の教育課題へ対応できる教員の養成を目的と

して、教科領域コース、特別支援科学コース、養護科学コースが開設され、平成28

年に開設された既存３コースと併せた６コース制で、従来の「研究」を中心にすえ

た修士課程ではなく、現代的な教育課題に実践的に対応できる力を育てることを

目的とした専門職学位課程として教職大学院教育実践高度化専攻がスタートし

た。当該コースは、教育学的・心理学的アプローチから学校全体の問題として「教

育実践の深化」を図る実践系の３コースと子どもの発達とそのつまずきという視

点から主体的に取り組める「教育内容の深化」を図る内容系３コースを設定してい

る。 

・本学、茨城キリスト教大学、常磐大学、茨城県教育研修センターと共同で「教員の

魅力とライフキャリア」と題したオンラインセミナーを実施した。公認会計士の講

演とその後の質疑応答によって、学生に届きにくい「給与や年金、福利厚生などか

ら見た教員の魅力」を知ってもらうとともに、現職の若手教員とのディスカッショ

ンを通して、仕事内容や普段の生活などを直接聞くことができる機会を設けた。学

生が教員のライフキャリアに直に触れる機会を設ける事で茨城県の教員志望者の

拡充に努めた。 

 教育学部セグメントにおける事業の実施財源は、運営費交付金収益852百万円（49.7

％）、学生納付金収益765百万円（44.7％）、補助金等収益62百万円（3.6％）、雑益12

百万円（0.7％）、その他20百万円（1.2%）となっている。また、事業に要した経費は、

教員人件費908百万円（81.3％）、教育経費152百万円（13.6％）、研究経費39百万円（3.5

％）、一般管理費8百万円（0.8％）、その他8百万円（0.8％）となっている。 

 

（３）理学部セグメント 

 理学部セグメントは、理学部、理工学研究科（理系）で構成されている。 

 理学部においては、自然科学の基礎とその諸分野についての専門的知識を修得させ、

総合的な理解力及び判断力と豊かな人間性を培うことにより、学問の進歩と社会の発

展に寄与し得る人材を育成することを目的とする。理工学研究科（理系）においては、

科学・技術における基礎及び応用を教授研究し、学術の深奥をきわめるとともに、高度

な研究応用能力と豊かな学識を有する研究者並びに高度専門職業人を育成し、文化の

進展と人類の福祉に寄与することを目的とする。 

令和３年度における特色ある主な取組は次のとおりである。 

・地質時代名「チバニアン」の誕生にあたり、その提案チームの代表を務めた大学院

理工学研究科（理学野）の岡田誠教授を講師として、図書館主催による「オンライ

ン土曜アカデミー新著を語る『チバニアン誕生』方位磁石のN極が南を指す時代へ」

を開催した。また、水戸キャンパス図書館１階のインフォメーションラウンジの一

角に「地質時代〈チバニアン〉と茨城大学」と題した展示コーナーを設け、「千葉

セクション」を含む調査対象となった「千葉複合セクション」の一部である「柳川

セクション」の地層を剥ぎ取った、高さ3.8メートル、幅1メートルの標本をはじ

め、GSSPや地磁気逆転について解説するパネルのほか、古地磁気分析に実際に利用

したサンプルやそれらを採取するためのコアドリルなども公開し、研究成果を一

般に広く公開し、関心と理解の醸成を図っている。令和４年度には国際地質科学連

合における「チバニアン」承認や現在進められている「人新世」の審議など、地質
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年代決定の最前線で長年活躍しているMartin J.Head教授を招聘しての学術講演会

開催を決定した。 

・理学部附属宇宙科学教育研究センターでは、国立天文台が所有する２台の電波望

遠鏡を管理・運営しており、それを活用した研究・専門人材育成を実施している。

令和３年度は、連続波観測実習システムと輝線観測実習システムを用いて、山口大

学７名・大阪府立大学４名・鹿児島大学３名・東京大学２名・岐阜大学２名および

東京電機大学５名に実習を対面形式で実施した。また、アジアVLBIネットワークに

よる共同利用観測に241時間参加した。この観測運用に本学の学生（大学院理工学

研究科、理学部）および研究員が参加し、実践的な専門的知識を習得した。さらに、

本学・山口大学の大学院生・学部学生を中心とした研究交流会「第４回山口大学・

茨城大学合同研究会」を対面形式にて山口大学において開催した。本研究会では大

学院生・学部学生計11名が講演を行った。 

 理学部セグメントにおける事業の実施財源は、運営費交付金収益701百万円（44.3

％）、学生納付金収益671百万円（42.4％）、補助金等収益53百万円（3.4％）、受託研

究収益53百万円（3.4％）、その他103百万円（6.5%）となっている。また、事業に要し

た経費は、教員人件費740百万円（67.4％）、教育経費162百万円（14.8％）、研究経費

113百万円（10.4％）、受託研究費53百万円（4.8％）、その他28百万円（2.6％）とな

っている。 

 

（４）工学部セグメント 

 工学部セグメントは、工学部、理工学研究科（工系）で構成されている。 

工学部においては、科学的思考力、創造力、応用力とともに豊かな人間性及び高い識

見を身につけた人材を養成することを目的とする。理工学研究科（工系）においては、

科学・技術における基礎及び応用を教授研究し、学術の深奥をきわめるとともに、高度

な研究応用能力と豊かな学識を有する研究者並びに高度専門職業人を育成し、文化の

進展と人類の福祉に寄与することを目的とする。 

令和３年度における特色ある主な取組は以下のとおりである。 

・ICT技術の発展による学修環境の変化（eラーニング教材や電子媒体の活用）やコロ

ナ禍を踏まえ、本学では遠隔授業への対応を進めてきた。特に工学部では、遠隔授

業から得た知見を互いに共有するとともに、今後の教育DXへの対応を見据えて、本

学工学部、宇都宮大学工学部、群馬大学理工学部の間で教育交流を柱とした連携・

協力協定を締結しており、令和３年度には茨城大学工学部が主担当となる機械分

野における基礎的な専門科目として、機械材料工学Ⅰ、材料力学Ⅰ、機械力学Ⅰ、

熱力学Ⅰ、流体力学Ⅰ、制御工学Ⅰ、電気電子工学概論の７科目について、授業15

コマ分に対応するコンテンツを整備した。今後、他の分野へも展開し工学分野全体

で充実を図る上での基盤が構築された。 

・文部科学省の公募事業である「科学技術イノベーション創出に向けた大学フェロ

ーシップ創設事業」に申請し、「脱炭素社会のための量子線マテリアル創造フェロ

ーシップ奨学生制度」が採択されたことにより、理工学研究科博士後期課程の令和

３年度入学者計６名に対し、生活費として192万円、研究費として58万円を支援す

ることとなり、経済的な面と研究面を両立させた充実した支援を実施できる体制

が整った。積極的な広報活動と学生支援の充実により、令和３年度入試における理

工学研究科博士前期課程への進学者は学部卒業生の64％に増加、博士後期課程の

入学者についても増加している。 

工学部セグメントにおける事業の実施財源は、学生納付金収益1,854百万円（46.0

％）、運営費交付金収益1,484百万円（36.8％）、受託研究収益171百万円（4.3％）、

共同研究収益166百万円（4.1％）、その他353百万円（8.8%）となっている。また、事

業に要した経費は、教員人件費1,507百万円（54.4％）、教育経費514百万円（18.6％）、
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研究経費319百万円（11.5％）、受託研究費168百万円（6.1％）、その他258百万円（9.3

％）となっている。 

 

（５）農学部セグメント 

 農学部セグメントは、農学部、農学研究科で構成されている。 

 農学部においては、地域の特性を活かした実践的専門教育により、国際的な視点によ

る食料・食品の高度化及び農業を核とした新産業創出に主体的かつ意欲的に取り組み、

地域農業と地域コミュニティの活性化を支える実務型農学系人材の育成を理念として

掲げ、地域社会と連携して、農学に関する専門知識と技術を涵養し、国際社会における

課題に対峙するための異文化理解、深い洞察力及び課題発見・解決力並びに社会で活躍

するための幅広い教養と人間力を醸成する教育を行うことを目的とする。農学研究科

においては、地域・国際社会で自立的に問題解決ができる力を持った農学系高度専門人

材の育成を理念として掲げ、国内外の農業を俯瞰し、地球規模の環境変動に適応した持

続的食料生産に係る高度な専門知識と技術を醸成するとともに、異文化、異分野の動向

を的確に判断し、深い洞察力をもって、農業と環境に関する課題を発見･解決できる力

を涵養する教育研究を行うことを目的とする。 

令和３年度における特色ある主な取組は次のとおりである。 

・本学農学部は、文部科学省の「数理・データサイエンスAI教育の全国展開」事業に

おいて、令和２年度から特定分野協力校として選定されている。令和３年度は、当

事業の専任教員として特任教授を任用し、令和４年度入学生を対象に「農学分野デ

ータサイエンス教育プログラム」を構築するとともに、当該プログラムの重要科目

である農学実習を実施するための環境整備等を行った。また、大学教員および学生

向けのFDとして「農学のための統計入門(全２回)」、「物体認識AI勉強会」、「GIS✕AI

勉強会」等を実施し、農学分野のデータサイエンス教材として、動画10本を作成

し、それらを掲載するためのホームページを作成し、数理・データサイエンス教育

拠点コンソーシアムと茨城大学農学部の共催で、ワークショップ「農学分野データ

サイエンス教育ワークショップ ～農学 ✕ SDGs ✕ データサイエンス教育 ～」

を開催した。 

 ・茨城県経営者協会との連携による「令和３年度茨城大学農学部研究室訪問交流会」

を開催した。研究室訪問交流会は、茨城県内の企業との産学連携の契機とすること

を目的に、理学部・工学部・農学部を対象として行われている。農学部では２年に

１回実施しており、今年は新型コロナウイルス感染症対策として初めてオンライ

ンでの開催となった。前半は学部長による農学部の教育・研究、インターンシップ

事業の紹介や、農学部の佐藤達雄教授による基調講演「岩手県陸前高田市における

復興支援事業への参加で学んだこと」を実施し、後半にオンライン研究室訪問を実

施した。初のオンライン開催と言う事で趣向を凝らし、各研究室の学生による訪問

者へのプレゼンに対し協賛企業からの「企業賞」が選ばれた。各企業担当からは、

授賞理由やそれぞれの企業の取り組みなどの説明があり、学生にとっては今後の

就職活動の参考になるなど、With コロナにおける新たな取組として成果が得られ

た。 

 農学部セグメントにおける事業の実施財源は、運営費交付金収益527百万円（42.0

％）、学生納付金収益472百万円（37.6％）、受託事業等収益55百万円（4.4％）、受託

研究収益46百万円（3.7％）、その他152百万円（12.2%）となっている。また、事業に

要した経費は、教員人件費503百万円（53.2％）、教育経費143百万円（15.2％）、研究

経費94百万円（10.0％）、一般管理費70百万円（7.5％）、その他133百万円（14.1％）

となっている。 

 

（６）附属施設セグメント 

 附属施設セグメントは、図書館、全学教育機構、研究・産学官連携機構、アドミッシ
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ョンセンター、保健管理センター、全学教職センター、IT基盤センター、機器分析セン

ター、遺伝子実験施設、地球・地域環境共創機構、フロンティア応用原子科学研究セン

ター、五浦美術文化研究所、社会連携センターで構成され、教育・学生支援活動に関す

る企画、調整、運営、実施、評価等、学術情報の管理及び積極的なサービス、地域社会

における技術開発及び技術教育の振興、関連技術の研究・開発等による教育研究の進

展、地域社会への啓発、研究成果の社会への還元、研究教育拠点の形成などのそれぞれ

の目的をもち、「大学の教育研究等の質の向上」を目指し各種事業を実施している。 

令和３年度における特色ある主な取組は次のとおりである。 

・「SDGs」の達成に向けた全国的な拠点機能を強化するために、地球・地域環境共創

機構（GLEC）が中心となって、常磐大学と共同で大学連携シンポジウム「地域の未

来にSDGｓをどう生かせるか―大学の役割と実践の知恵―」を開催した。本シンポ

ジウムは、一般社団法人国立大学協会共催、水戸市後援のもと、京都精華大学のウ

スビ・サコ学長を招き基調講演を行い、トークセッション「My SDGs」では、茨城

大学と常磐大学の教員が登壇し、フィリピン研修におけるSDGs実践、地域の小学校

へ向けたSDGs教育、南アジアでの調査経験を踏まえた県内の湖沼での取り組み、自

治体と連携して取り組んでいるEBPM（エビデンスに基づく政策形成）によるジェン

ダー課題の解決といった、SDGsの17の目標を踏まえた多様な切り口での活動報告

を行った。対面での開催に加え、オンラインライブ中継も活用することで広く活動

を周知した。 

・フロンティア応用原子科学研究センターでは、大強度陽子加速器施設（J-PARC）が

供給する中性子線などの量子線を利用する物質科学・原子科学・ビーム科学などを

展開している。当センターは、中性子等の量子ビーム技術を理解し、中小企業との

橋渡し的な役割を担う人材の育成を目的とした量子線に係る人材育成事業を茨城

県から受託し、県立試験研究機関の職員等を対象として研修を実施してきた。本研

修は、座学を中心とした研修コースと実習等を中心とした実践コースで構成され

ており、令和３年度においては新型コロナウイルス感染症の影響により研修コー

ス全32タイトルのうち見学会２件、実習３件の実施が出来なかったものの、オンラ

インを併用した講義を行う事で参加しやすい環境を構築した。また、実践コースは

全８課題を実施したが、コースアンケートの評価は５段階中５～４と高評価を得

ている。 

 附属施設セグメントにおける事業の実施財源は、運営費交付金収益613百万円（58.6

％）、受託研究収益225百万円（21.5％）、資産見返負債戻入85百万円（8.2％）、雑益

42百万円（4.1％）、その他79百万円（7.6％）となっている。また、事業に要した経費

は、教員人件費567百万円（36.3％）、教育研究支援経費374百万円（24.0％）、受託研

究費228百万円（14.6％）、教育経費168百万円（10.8％）、その他225百万円（14.4％）

となっている。 

 

（７）附属学校セグメント 

 附属学校セグメントは、附属小学校、附属中学校、附属特別支援学校、附属幼稚園で

構成されており、主に教育実践の質の向上を目的に活動している。令和３年度における

特色ある主な取組は次のとおりである。 

・文部科学省が推進する「GIGAスクール構想」への対応として、児童生徒への１人

１台端末の整備が完了し、学校ICT環境の整備を推進した。令和３年度には、「附

属学校GIGAスクール推進委員会」を設置し、推進体制を構築した。また、ICT環境

を積極的に活用する中で、児童生徒及び指導者の立場である教員へのサポートの

必要性が高まり、附属学校園において「ICT支援員」を導入し、教員に係る負担の

軽減と、ICTを活用した指導力の向上を図った。（再掲） 

・附属幼稚園・附属小学校・附属中学校・附属特別支援学校の４校が通貫したポリシ

ーの基に教育を行い、教育課程の接続を行うために令和２年度に学長のガバナン
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スの下で理事・副学長（総括理事・教育統括）を座長とした「附属学校園改革・将

来構想に関するタスクフォース」が設置された。令和３年度は、統括校長を配置し

統一された方針により学校経営を行い、附属学校園を通貫するポリシーとして科

学的に思考する力（グリーン／デジタル）及び国際的視野を持つことを含めて多様

な他者と協同する力（グローバル／ダイバーシティ）を身に付けるためのカリキュ

ラムを策定することをタスクフォースが答申し、令和４年度から附属学校園統括

を担当する学長特別補佐を任命した。（再掲） 

 附属学校セグメントにおける事業の実施財源は、運営費交付金収益621百万円（93.6

％）、学生納付金収益12百万円（1.8％）、補助金等収益10百万円（1.6％）、寄附金収

益9百万円（1.4％）、その他10百万円（1.6％）となっている。また、事業に要した経

費は、教員人件費664百万円（82.2％）、教育経費138百万円（17.2%）、その他4百万円

（0.6％）となっている。 

 

（８）法人共通セグメント 

 法人共通セグメントは、役員、監事、大学戦略・IR室、監査室、広報室、ダイバーシ

ティ推進室、事務局で構成されており、業務運営の改善、効率化などの法人全体の管理

運営を目的としている。 

 法人共通セグメントにおける事業の財源は、運営費交付金収益935百万円（77.0％）、

雑益104百万円（8.6％）、受託研究収益55百万円（4.6％）、資産見返負債戻入49百万

円（4.1％）、その他70百万円（5.8％）となっている。事業に要した経費は、職員人件

費2,146百万円（56.1％）、教員人件費854百万円（22.3％）、一般管理費410百万円（10.7

％）、教育経費217百万円（5.7％）、その他199百万円（5.2％）となっている。 

 

３．課題と対処方針等 

 本学では、運営費交付金の縮減等に伴う基盤的経費不足に備えて、平成28年12月に

「第３期中期目標期間における財務改善の基本方針」（以下、基本方針）を策定し、さ

らにこの取組を具体化するため、基本方針に基づいて、平成28年度末に「財務改善実行

計画」を策定し、基盤的経費について各年度の収支均衡を図ることを目標としてきた。 

収入面では、運営費交付金の増額、各種補助金及び外部資金の獲得による間接経費増

と基盤的経費の代替財源化、教育・学生サービスに要する実費の一部の学生負担や茨城

大学基金、各種事業、教育研究助成会、学部後援会への納入増大等、自己財源の増加を

目指し、一定の効果は得られたものの、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響から、

自己収入の一部が想定よりも減少している。 

支出面では、執行部をはじめ業務体制の見直し・ダウンサイジング、教員研究費の削

減、業務運営と管理業務経費について不断の見直しを行い、経費節減に努めた。ま た、

研究活動は、既に科研費をはじめ外部資金が主要な財源となっていることを踏まえて、

外部資金によって遂行することを基本とするとともに、教員当研究経費は、基盤的研

究費として若手教員等に重点をおいて配分を行うこととし、総額について大幅な削減

を行ってきた。さらに、基盤的経費の 80％が人件費である実態を踏まえ計画的な人件

費削減を行った。 

これらの取組により、第３期末に想定された支出超過を回避し剰余金を生み出すな

ど収支改善がなされた。 

しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響による社会活動の制限、物価の高騰

や光熱水料、委託人件費の上昇への対応、第３期中に実施してきた人件費削減の影響に

対する教職員の処遇改善の必要性、第４期中期目標期間における第３期からの事業継

続や強化、新規事業に対する資源投入など、新たな課題が浮き彫りとなった。 

これらの課題に対応し、第４期中期目標期間の安定的な財務基盤を確立するため、令
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和３年度末に「経営刷新基本方針」を策定した。第４期中期目標期間においては本方針

に基づき、各種施策を実施し、本学のビジョン「イバダイ・ビジョン 2030」の実現を

目指す。 

 

  



- 33 - 

「Ⅴ その他事業に関する事項」  

１．予算、収支計画及び資金計画  

（１）予算  

  決算報告書参照  

  （https://www.ibaraki.ac.jp/disclosure/corporate/financial/） 

（２）収支計画 

  年度計画及び財務諸表（損益計算書）参照  

  （https://www.ibaraki.ac.jp/generalinfo/plan/）  

  （https://www.ibaraki.ac.jp/disclosure/corporate/financial/） 

（３）資金計画 

  年度計画及び財務諸表（キャッシュ・フロー計算書）参照  

  （https://www.ibaraki.ac.jp/generalinfo/plan/）  

  （https://www.ibaraki.ac.jp/disclosure/corporate/financial/） 

 

 

２．短期借入れの概要 

 該当なし 

 

 

３．運営費交付金債務及び当期振替額の明細 

 
（１）運営費交付金債務の増減額の明細 

（単位：百万円） 

交付年度 
期 首 

残 高 

交付金 

当 期 

交付額 

当期振替額 

期末残高 
運営費 

交付金 

収益 

資産見返 

運営費 

交付金 

建設仮勘 

定見返運 

営費交付金 

特許権仮

勘定見返

運営費交

付金 

資本  

剰余金 
小計 

令和元 

年度 
5 - 5 - - - - 5 - 

令和２ 

年度 
360 - 360 - -  - - 360 - 

令和３ 

年度 
- 6,344 6,270 5 64 4 - 6,344 - 
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（２）運営費交付金債務の当期振替額の明細 

 
①  令和元年度交付分 

（単位：百万円） 

区  分 金 額 内     訳 

業務達成 

基準によ 

る振替額  

運 営 費 

交 付 金 

収    益 

1 

①業務達成基準を採用した事業等： 

・「機能強化促進分（地域特性を生かした全国的教育研究拠点形

成）」 

 

②当該業務に関する損益等 

損益計算書に計上した費用の額：1百万円 

旅費交通費：1百万円、その他経費：0百万円 

 

③運営費交付金収益化額の積算根拠 

当初に計画した目的に沿った事業を実施し業務が達成されて

いることが認められることから、運営費交付金債務1百万円を

収益化。 

 

計 1 

国立大学  
法人会計  
基準第78 
第3項によ

る振替額 

 3 

中期目標期間最終年度のため運営費交付金債務残高を全額収益に

振替 

合計 5  

 
 

 
② 令和２年度交付分  

（単位：百万円） 

区  分 金 額 内     訳 

業務達成 

基準によ 

る振替額 

運 営 費 

交 付 金 

収    益 
118 

①業務達成基準を採用した事業等： 

・「基幹運営費交付金分（教育研究設備整備事業）」 

・「基幹運営費交付金分（施設設備維持管理事業）」 

・「基幹運営費交付金分（戦略的な研究推進ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ事業）」 

・「共通政策課題分（数理・データサイエンス教育強化経費）」 

 

②当該業務に関する損益等 

損益計算書に計上した費用の額：118百万円 

修繕費：87百万円、雑費：15百万円、 

その他経費：16百万円 

 

③運営費交付金収益化額の積算根拠 

当初に計画した目的に沿った事業を実施し業務が達成されて

いることが認められることから、運営費交付金債務118百万円

を収益化。 

 

計 118 

費用進行

基準によ

る振替額 

運 営 費 
交 付 金 
収    益 

127 

①費用進行基準を採用した事業等： 

・退職手当及び年俸制導入促進費 

・授業料等免除 

 

②当該業務に係る損益等 
損益計算書に計上した費用の額：127百万円 

人件費：123百万円、奨学費：3百万円 

 

③運営費交付金の振替額の積算根拠 
 費用進行に伴い支出した運営費交付金債務127百万円を収益

化。 

計 127 
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国立大学  
法人会計  
基準第78 
第3項によ

る振替額 

 114 

中期目標期間最終年度のため運営費交付金債務残高を全額収益に

振替 

合計 360  

 
 
 

③ 令和３年度交付分  
（単位：百万円） 

区  分 金 額 内     訳 

業務達成 

基準によ 

る振替額 

運 営 費 

交 付 金 

収    益 
168 

①業務達成基準を採用した事業等： 

・「機能強化促進分（茨城大学型基礎学力育成）」 

・「機能強化促進分（地域経営力育成・強化）」 

・「機能強化促進分（地域産業イノベーション強化）」 

・「機能強化促進分（地域特性を生かした全国的教育研究拠点形

成）」 

・「機能強化促進分（グローバル展開）」 

・「教育関係共同実施分（「湖沼・水環境教育共同利用拠点体制

強化事業」）」 

・「共通政策課題分（数理・データサイエンス教育強化経費）」 

 

②当該業務に関する損益等 

ア)損益計算書に計上した費用の額：168百万円 

人件費：90百万円、消耗品費：22百万円、 

電子ジャーナル費：11百万円、賃借料：10百万円、 

修繕費：3百万円、その他経費：28百万円  

イ)固定資産の取得額：5百万円 

機械装置：2百万円、工具器具備品：2百万円、図書：0百万円 

 

③運営費交付金収益化額の積算根拠 

当初に計画した目的に沿った事業を実施し業務が達成されて

いることが認められることから、運営費交付金債務168百万円

を収益化。 

 

資産見返 

運 営 費 

交 付 金 
5 

計 173 

期間進行

基準によ

る振替額 

運 営 費 
交 付 金 
収    益 

5,772 

①期間進行基準を採用した事業等：業務達成基準及び費用進行基

準を採用した業務以外の全ての業務 

 

②当該業務に関する損益等 

ア)損益計算書に計上した費用の額：5,772百万円 

  人件費：5,772百万円 

イ)固定資産の取得額：68百万円 

  建設仮勘定：64百万円 

  特許権仮勘定：4百万円  

  

③運営費交付金の振替額の積算根拠 

 博士後期課程における学生収容定員が一定数（充足率90％）を

満たしてなかったため、期間進行基準に係る運営費交付金債務

の内、事業不用相当額として国庫返納する4百万円を除いて収

益化。 

 

建設仮勘定 
見返運営費 

交付金 
64 

特許権仮勘 
定見返運営 
費交付金 

4 

計 5,840 

費用進行

基準によ

る振替額 

運 営 費 
交 付 金 
収    益 

325 

①費用進行基準を採用した事業等： 

・退職手当及び年俸制導入促進費 

・建物新営設備費 

・移転費 

 

②当該業務に係る損益等 
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（３）運営費交付金債務残高の明細 

   当年度は中期目標期間の最後の事業年度であり、国立大学法人会計基準第78第3項

の規定に基づき、運営費交付金債務の残高を全額収益に振り替えているため、運営費

交付金債務残高の該当はない。 

計 325 

損益計算書に計上した費用の額：325百万円 

人件費：317百万円、消耗品費：4百万円、 

その他経費：3百万円 

 

③運営費交付金の振替額の積算根拠 

 費用進行に伴い支出した運営費交付金債務325百万円を収益

化。 

 

国立大学  
法人会計  
基準第78 
第3項によ

る振替額 

 4 

中期目標期間最終年度のため運営費交付金債務残高を全額収益に

振替 

合計 6,344  
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（別紙） 

■財務諸表の科目 

 １．貸借対照表 

  有形固定資産：土地、建物、構築物等、国立大学法人等が長期にわたって使用する

有形の固定資産。 

  減価償却累計額等：減価償却累計額及び減損損失累計額。 

  その他の固定資産：無形固定資産（特許権、ソフトウェア等）、投資その他の資産

（差入敷金・保証金等）等が該当。 

  現金及び預金：現金(通貨及び小切手等の通貨代用証券)と預金（普通預金、当座預

金及び一年以内に満期又は償還日が訪れる定期預金等）の合計額。 

  その他の流動資産：未収学生納付金収入、その他の未収入金等が該当。 

  資産見返負債：運営費交付金等により償却資産を取得した場合、当該償却資産の

貸借対照表計上額と同額を運営費交付金債務等から資産見返負債に

振り替える。計上された資産見返負債については、当該償却資産の

減価償却を行う都度、それと同額を資産見返負債から資産見返戻入

（収益科目）に振り替える。  
  その他の固定負債：長期リース債務等が該当。 

運営費交付金債務：国から交付された運営費交付金の未使用相当額。 

その他の流動負債：寄附金債務、預り金、未払金、リース債務等が該当。 

  政府出資金：国からの出資相当額。 

  資本剰余金：国から交付された施設費等により取得した資産(建物等)等の相当額。 

  利益剰余金：国立大学法人等の業務に関連して発生した剰余金の累計額。 

 

 ２．損益計算書 

  業務費：国立大学法人等の業務に要した経費。 

  教育経費：国立大学法人等の業務として学生等に対し行われる教育に要した経費。 

  研究経費：国立大学法人等の業務として行われる研究に要した経費。 

  教育研究支援経費：図書館、ＩＴ基盤センター等の特定の学部等に所属せず、法人

全体の教育及び研究の双方を支援するために設置されている施設又

は組織であって学生及び教員の双方が利用するものの運営に要する

経費 

  人件費：国立大学法人等の役員及び教職員の給与、賞与、法定福利費等の経費。 

  一般管理費：国立大学法人等の管理その他の業務を行うために要した経費。 

  財務費用：支払利息等。 

  運営費交付金収益：運営費交付金のうち、当期の収益として認識した相当額。 

  臨時損益：固定資産の売却（除却）損益等。 

  目的積立金取崩額：目的積立金とは、前事業年度以前における剰余金（当期総利

益）のうち、特に教育研究の質の向上に充てることを承認された額

のことであるが、それから取り崩しを行った額。 

 

 ３．キャッシュ・フロー計算書 

  業務活動によるキャッシュ・フロー：原材料、商品又はサービスの購入による支

出、人件費支出及び運営費交付金収入等の、国立大学法人等の通常の業

務の実施に係る資金の収支状況を表す。 

  投資活動によるキャッシュ・フロー：固定資産や有価証券の取得・売却等による収

入・支出等の将来に向けた運営基盤の確立のために行われる投資活動に

係る資金の収支状況を表す。 

  財務活動によるキャッシュ・フロー：増減資による資金の収入・支出、債券の発行

・償還及び借入れ・返済による収入・支出等、資金の調達及び返済等に係
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る資金の収支状況を表す。 

 

 ４．国立大学法人等業務実施コスト計算書 

  国立大学法人等業務実施コスト：国立大学法人等の業務運営に関し、現在又は将

来の税財源により負担すべきコスト。 

  損益計算書上の費用：国立大学法人等の業務実施コストのうち、損益計算書上の

費用から学生納付金等の自己収入を控除した相当額。 

  損益外減価償却相当額：講堂や実験棟等、当該施設の使用により一般に収益の獲

得が予定されない資産の減価償却費相当額。 

  損益外減損損失相当額：国立大学法人等が中期計画等で想定した業務を行ったに

もかかわらず生じた減損損失相当額。 

  損益外除売却差額相当額： 講堂や実験棟等、当該施設の使用により一般に収益の

獲得が予定されない資産を売却や除去した場合における帳簿価額との差

額相当額。 

  引当外賞与増加見積額：支払財源が運営費交付金であることが明らかと認められ

る場合の賞与引当金相当額の増加見積相当額。前事業年度との差額とし

て計上（当事業年度における引当外賞与引当金見積額の総額は、貸借対

照表に注記）。 

  引当外退職給付増加見積額：財源措置が運営費交付金により行われることが明ら

かと認められる場合の退職給付引当金増加見積額。前事業年度との差額

として計上（当事業年度における引当外退職給付引当金見積額の総額は

貸借対照表に注記）。 

  機会費用：国又は地方公共団体の財産を無償又は減額された使用料により賃貸し

た場合の本来負担すべき金額等。 


